
 

 

伊達市告示第1 9 7号 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という｡）第1 6 7条の５及び第1 6 7条の11の規定によ

り、令和８年度及び令和９年度において伊達市が発注する物品・役務の契約に係る一般競争入札又は指名競争入

札（以下「競争入札」と総称する。）に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査の申請等について、次の

とおり定める。 

 

  令和７年11月14日 

 

                                  伊達市長 堀 井 敬 太 

 

 

第１ 資格要件 

 １ 基本的資格要件 

伊達市が発注する契約に係る競争入札に参加できる者（以下「競争入札参加資格者」という｡）は、次の

いずれにも該当することとする。 

(1) 政令第1 6 7条の４第１項（政令第1 6 7条の11第１項において準用する場合を含む。）に規定する者（未成 

年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。）でない

こと。 

(2) 政令第1 6 7条の４第２項（政令第1 6 7条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定により競争 

入札への参加を排除されている者でないこと。 

(3)  伊達市暴力団の排除の推進に関する条例第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該

当しないこと。 

(4)  本市の市税を滞納していないこと。 

(5)  国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税）を滞納していないこと。 

(6) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のすべてにおいて、加入又は適用除外であること。 

(7)  審査基準日現在において、引き続き１年以上その事業を営んでいること。 

(8)  その事業の営業に関し、法令等に基づく許可登録等が必要な業種については、当該許可登録等を受けた 

者であること。 

 

２ 資格要件の特例 

中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第1 8 1号）の規定に基づき設立された組合（以下「協同組合等」

という。）及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第1 8 5号）の規定に基づき設立された協

業組合（以下「協業組合」という。）については、当該協同組合等又は協業組合が次のいずれかに該当す

るときは、２に規定する要件のうち営業年数に係る資格要件は、適用しない。 

(1) 経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき。 

(2) 企業組合（中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合をいう。以下同じ。）及び協業組

合にあっては、設立の際に競争入札参加資格者である者が構成員の過半数を占めているとき。 

 

３ 審査基準日 

令和７年12月１日 

 

４ 資格の有効期間 

   令和８年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

 ５ 有効期間の更新手続 

   ４の有効期間を更新しようとする者は、令和９年度に令和10年度以降の資格に関する公示を行う予定であ 

  るので、当該公示に基づき更新手続を行うこと。 

 



 

 

６ 資格の取り消し 

競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該競争入札参加資格を取り消すものとす

る。 

(1) 政令第1 6 7条の４第１項に規定する者になったとき。 

(2) 政令第1 6 7条の４第２項の規定に基づき競争入札への参加を排除されたとき。 

(3) 法令の規定によりその者に付与された営業の許可、免許又は登録等が取り消されたとき。 

(4) その他第１の１に定める要件を欠くこととなったとき。 

(5) 申請書類に故意に虚偽の記載をしたとき。 

 

７ 資格審査結果の通知 

競争入札参加資格者に係る資格審査の結果通知については、資格者名簿を伊達市ホームページにて公表す

ることで、結果の通知に代えるものとする。 

なお、参加資格を有しないと決定したときは、別途、書面により通知するものとする。 

 

 

第２ 資格審査の申請の時期、方法等 

１ 申請の時期及び方法 

(1) 申請受付期間 

   令和７年12月10日（水曜日）から令和８年１月30日（金曜日）まで 

(2) 申請方法 

   インターネット申請 

 

２ 申請方法の詳細 

  申請者は、インターネット回線を利用して、次の(3)が運営する北海道市町村入札参加資格共同審査シス

テム（以下「共同審査システム」という。）を利用して資格審査の申請を行うこと。 

(1) 共同審査システムへのアクセス 

共同審査システムへのアクセスは、次のホームページアドレスから行うことができる。なお、共同審査 

システムの稼働時間にあたっては、ポータルサイトにおいて掲示する稼働日時を確認すること。 
 

北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト 

ＵＲＬ：https://www.hoctec.info/kyoshin/ 
  
(2) 共同審査に係る申請の手引き及び様式等の入手先 

   共同審査に係る申請の手引き及び様式等は、ポータルサイトに掲載する資料からダウンロードすること。 

(3) 共同審査に関する運営及び問い合わせ先 
 

一般財団法人北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当 

ＴＥＬ：０１１―７３３－２３２２（令和７年11月28日午後５時まで） 

     ０１１―３７４―６０９０（令和７年12月１日午前９時以降） 

（電話受付時間 土・日・祝日を除く午前９時００分から午後５時００分まで） 

Ｅ－ｍａｉｌ：kyoshin@hoctec.or.jp 
 

(4) 共同審査システムの利用環境等 

ポータルサイト掲載の利用環境の準備を要することから、当該事項について確認し適宜対策を講じるこ

と。 

(5) 共同審査システムの利用申請 

申請者は、インターネットを利用して、ポータルサイトにアクセスし、共同審査システムの利用に必要

な事前の手続きを行うものとする。 

(6) 資格審査申請情報の電子申請 

利用手続きの申請完了後に通知されるログインＩＤ及びパスワードにより、ポータルサイトの共同審査

システムへアクセスし、入札参加資格審査申請の画面上の申請フォームに必要事項を入力のうえ、申請情

報及び共同審査申請の手引き等において添付が必要と明記している紙媒体の添付書類をＰＤＦファイル形



 

 

式に電子化したものを併せて送信しなければならない。 

 

３ 申請受付期間終了後の新規申請受付 

  随時申請を受け付ける。随時申請における審査基準日、資格の有効期間、申請受付期間については、北海

道市町村入札参加資格共同審査申請の手引きに記載があるほか、別に公示を行う予定であるので、当該公示

を確認すること。 

 

 

第３ この告示に関する問い合わせ先 

北海道伊達市鹿島町20番地１ 

伊達市役所 企画財政部財政課契約管財係 

電話 ０１４２－８２－３１１５ 


